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　平成 27年度の市民税県民税（個人住民税）の申告を
２月 12日（期間前申告は１月 29日）から受け付け
ます。締め切りは３月 16日です。申告が必要な人は
忘れずに手続きをしましょう。なお、地区別の受付会
場や記入方法などの詳しい内容は、本誌１月 15日号
と同時配布した「平成 27年度市民税県民税申告のお
知らせ」に掲載しています。
■問い合わせ先　市民税課市民税第二・第三係（☎
40・7025、40・7026）

期間前申告を受け付け

　申告期間中の混雑を緩和して待ち時間の短縮を図る
ため、次に当てはまる人については、申告期間前の
１月 29日から２月 10日まで（土・日曜日を除く）、
市役所（上白銀町）２階大会議室で申告を受け付けし
ます。
○収入が給与収入または年金収入のみの人で、各種控
除を受けようとする人
○収入がなかった人や遺族年金・障害年金などの非課
税収入のみの人

平成 27 年度の申告が必要な人

１．平成 27 年１月１日現在、弘前市内に住所がある
人で次の条件に当てはまる人
①営業等、農業、不動産、譲渡、一時、配当などの収
入があった人
②給与収入があった人で、次の条件に当てはまる人
○給与収入以外に別の収入があった人
○年の途中に就職または退職した人で年末調整を受け
ていない人
○２カ所以上から給与の支払いを受けた人
○勤務先から弘前市に給与支払報告書が提出されてい
ない人（提出状況については勤務先にご確認ください）
○源泉徴収票に記載されている所得控除以外に、医療
費控除など各種控除を受けようとする人　など

③公的年金等（国民年金、厚生年金、企業年金など）
の収入があった人で、右図のフローチャート１で申告
が必要と判定された人
④平成 26 年中に収入がなかった人や非課税となる人
でも、次の条件に当てはまる人
○国民健康保険、後期高齢者医療保険または介護保険
などに加入している人および、福祉、公営住宅または
教育関係制度などにおいて申告が必要とされている人
○遺族年金、障害年金などの非課税収入のみの人
○所得課税証明書の発行が必要となる人　など
２．平成 27 年１月１日現在、弘前市外に住所がある
人で、市内に家屋敷などがある人
※所得税の確定申告のうち、
①青色申告
②株式などの譲渡に係る申告
③住宅借入金等特別控除の１年目に係る申告
④準確定申告
⑤過年分の申告
⑥災害関係の雑損控除の申告　などについては、市で
は申告相談を行っていませんので、ご注意ください。

スタートから矢印に沿って進んでください。
詳しい内容は市民税課へ問い合わせを。

平成26年中に支払った医療費の
合計は10万円以上でしたか？

平成26年中の総所得金額等
は200万円以上でしたか？

平成26年中の総所得金額等
は200万円以上でしたか？

いいえ

生命保険金などによる補てんがあ
りましたか？

いいえ

いいえ

はい

はい

生命保険金などによる補てんがあ
りましたか？

はい

はい

はい

いいえ

医療費控除の対象となりません

スタート

支払った医療
費の合計から
10万円と補て
ん金を差し引
いた額が医療
費控除となり
ます

支払った医療費
の合計から「総
所得金額等×５
％」と補てん金
を差し引いた額
が医療費控除と
なります

支払った医療費
の合計から「総
所得金額等×５
％」を差し引い
た額が医療費控
除となります

支払った医療
費の合計から
10万円を差し
引いた額が医
療費控除とな
ります

いいえ

 

◎注意1　医療費控除の対象となっ
た金額がそのまま還付されるわけで
はありません。あくまで所得控除で
あり、扶養控除や基礎控除などと合
計し、所得から差し引いて税額を計
算します。
◎注意２　補てんされる見込みがあ
るときは、実際に補てんされていな
くても、見込み額での申告が必要で
す。見込み額と違っていた場合は後
日、修正申告や更正の請求を行いま
す。なお、医療費控除の限度額は
200万円です。
◎注意３　インフルエンザの予防接
種や人間ドックなど、「治療」を目
的とした支出でないものは医療費控
除の対象となりません。

申告スケジュール

フロー
チャート
１

フロー
チャート
２

年金収入がある人

医療費控除

個人住民税の申告個人住民税の申告
◆お願い　国民健康保険をはじめと
する福祉関係の各種料金算定・軽減・
支給や所得課税証明書発行の大事な
資料となりますので、次に該当する
人も、市・県民税の申告書を提出し
てください。
◎前年中に収入がなかった人
◎遺族年金・障害年金などの非課税
収入のみの人
　申告書を提出する際は、申告書表
面中欄の該当項目を記入し、１月
29 日～２月 10 日の期間前申告を
ご利用ください。

※右記のフローチャートは、年金収
入がある人の一般例です。不明な点
は市民税課市民税第二・第三係へお
問い合わせください。

対象地区 期　間 受付時間 受付場所
期間前申告 １月29日（木）～２月10日（火）午前８時半～午後４時 市役所（上白銀町）２階大会議室
本庁地区 ２月12日（木）～３月16日（月）午前８時半～午後４時 市役所（上白銀町）２階大会議室
岩木地区 ２月24日（火）～３月16日（月）午前９時～午後４時 中央公民館岩木館（賀田１丁目）２階展示室
相馬地区 ２月17日（火）～２月23日（月）午前９時～午後４時 相馬庁舎（五所字野沢）多目的室
※期間前申告は対象者限定。なお、今年度の岩木地区は岩木庁舎の改修工事のため、中央公民館岩木館に変更となります。

弘前税務署からのお知らせ
【所得税・消費税確定申告書作成会場の開設】
▽とき　２月９日～３月 16日（土・日曜日、祝
日を除く）、午前９時～午後４時
▽ところ　市立観光館（下白銀町）１階多目的ホー
ル
※来場の際は、公共交通機関の利用を。市立観光
館駐車場を利用しても、無料駐車券の発行はしま
せんので、ご了承ください。なお、２月６日まで
は弘前税務署で対応しますが、混雑が予想されま
すので、市立観光館での上記開設期間のご利用を。
■問い合わせ先　弘前税務署個人課税第一部門
（本町、☎ 32・0331、自動音声により案内しま
すので、案内に従って番号を選択してください）

※申告期間中は駐車場および周辺道路が大変混雑
しますので、なるべく公共交通機関のご利用をお
願いします。


